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京都府中小企業団体中央会

勇気出し　そっと一声　かけるとね　世界中が　明るくなるよ
京都人権啓発推進会議／京都府中小企業団体中央会

京都府中小企業女性中央会・京都府中小企業団体中央会
　MOCOフォーラムを開催

　本会の女性部組織である京都府中小企業女性中央会（伊庭節子 会長：本会理事・八島おかみさん会会長）
との共催により、平成31年２月19日（火）、ホテルモントレ京都において、『MOCOフォーラム』を開催、約
40名が参加した。
　本フォーラムは、本会と京都府中小企業女性中央会が連携し、京都府内の中小企業経営や中小企業組合活動
に携わっておられる方々を対象に、誰もがイキイキと輝き更なる活躍を応援するため、資質の向上と情報交換、
地域や業種を越えたネットワークづくりを目的に実施しているもので、本年度は『働き方改革』をテーマに掲
げ開催した。
　第１部では、京都ウィメンズベース女性活躍アドバイザー、WLBC関西の髙橋 佳子氏より、女性活躍支援
拠点「京都ウィメンズベース」の本年度の取り組みや今後の展開等について説明いただいた。
　第２部では、ランチ営業のみ、残業ゼロ、有給休暇完全消化、多様な人材の雇用等、これまでの飲食店の常
識を覆す様々な取り組みで働き方改革を進められている株式会社minittsの代表取締役 中村 朱美 氏を講師に
招き、『みんなに必要な新しい働き方 ～仕組みで人を幸せにする飲食店～』と題した講演を拝聴した。
　中村氏は、100食限定ランチのみで営業する佰食屋（国
産牛ステーキ丼専門店、すき焼き専科、肉寿司専科の3店
舗を展開）の立ち上げの経緯や概要を説明された。100食
限定ランチ営業のみで経営が成り立つ秘訣、100食限定と
することで実現できた事について、「圧倒的な商品力があれ
ば短時間で稼ぐことができ、圧倒的な商品力には営業マン
や広告は必要なく、本当に良いものは消費者が自ら宣伝し
てくれる。100食を売り切れば営業終了という目標を明確
にすることで従業員のモチベーションがアップし、全員18
時までの完全退社を実現できている。また、地元業者への
食材発注数が毎日同じで安定した発注が可能となり、毎日
売り切るので冷凍庫を持たずフードロスが限りなくゼロと
なっている」と説かれた。今後の展開について、働き方の
フランチャイズを検討されていることを述べられ、「毎日家
族でご飯を食べる。自分の人生を丁寧に生きる。そんなさ
さやかな幸せを日本中に広げていきたい。どうか皆様の今
後の生活が幸せなものになりますように」と結ばれた。
　第３部の交流会では、和やかな雰囲気の中で情報交換が
行われ、連携・交流を深める有意義な場となった。 第１部講師

髙橋 佳子 氏
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中小企業連携グループの“一歩その先”を応援！
～ 中小企業組合等課題解決支援事業 ～

　環境変化等に対応するため、単独では解決困難な諸テーマ（新たな活路開拓・付加価値の創造、既存事業分野の
活力向上・新陳代謝、取引力の強化、情報化の促進、技術・技能の継承、海外展開戦略、各種リスク対策等）につ
いて、中小企業連携グループが改善・解決を目指すプロジェクトを支援します。例えば、調査研究、試作開発、展
示会出展または開催、情報ネットワークシステム開発等にご活用いただけます。

　支援対象者　　中小企業組合（事業協同組合、商工組合、企業組合等）を中心とした中小企業の連携グループ
※�特定非営利活動法人（NPO法人）、公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、3名以上の
中小企業者が共同出資をしていない会社組織（株式会社等）等は支援の対象となっておりませ
んのでご注意下さい。

　補　助　率　　補助対象経費の10分の6以内

　応募受付期　　20 19年4月1日（月）～7月1日（月）
　　　　　　　　　・第1次締切：2019年5月7日（火）【消印有効】　
　　　　　　　　　・第2次締切：2019年7月1日（月）【消印有効】　
　　　　　　　　　※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。
　

１．中小企業組合等活路開拓事業 （展示会等出展・開催事業含む）
　中小企業連携グループが、自らまたはメンバーの新たな活路を見いだすための様々なプロジェクトを支援します。
　補 助 金 額　　①中小企業組合等活路開拓事業
　　　　　　　　　Ａ型：上限　２，０００万円
　　　　　　　　　Ｂ型：上限　１，１５８万８千円（下限　１００万円）
　　　　　　　　②展示会等出展・開催事業
　　　　　　　　　　　　上限　５００万円
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　※ Ａ型は、補助金申請予定額が1,158万8千円を超えなおかつ事業終了後3年間以内に組合

または組合員の「売上高が10％以上増加することが見込まれる」または「コストが10％
以上削減されることが見込まれる」事業に限ります。

【活用事例】《中小企業組合等活路開拓事業》
消費者意識に着目した結果、顧客アプローチが向上！　（全国／石製品組合）
● これまで個々の企業では把握が難しかった墓地、墓石に関する「消費者意識」をアンケートによって捉え、

そのアンケートの分析結果を基礎資料として業界の中長期ビジョン作成を実施。
● 事業の成果は「成果報告書」を活用し、各種会合などの場で組合員に説明、周知している。例えば年間約

10回開催している勉強会では、理事が説明を行い現状と課題の共有化を図っている。
● 今後は、組合員、業界関係者、マスコミに情報発信、ＰＲを図りながら組合の知名度、存在感を高める事

業を展開することとしている。

　【活用事例】《展示会等出展・開催事業》
海外市場をターゲットとした販路開拓により、売上高増加に寄与！　（徳島県／和紙製造・加工及び販売組合）
● 欧米、アジアなどの画材店バイヤー、大型流通業者などとの商談が数十件あり、うち2割以上の業者と具体

的な受注交渉まで進めることができた。
● 和紙使用例の展示に止まらず、アートパッドのデモンストレーションを加えて阿波紙の使い方に関する提

案型製品紹介を行い、海外における阿波紙の認識促進に大きな成果を得た。
● 5年間にわたってアイディアを温めて開発したエディショニングペーパーは特に高く評価され、当組合のア

メリカにおける平成30年の大幅な売上増に大きく寄与した。

特集Ⅰ
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2．組合等情報ネットワークシステム等開発事業
　中小企業連携グループやメンバーの活路開拓に資する情報システム開発等に係るプロジェクトを支援します。 
①基本計画策定事業または②情報システム構築事業のいずれかを実施することができます。
　補 助 金 額　　Ａ型：上限　２，０００万円
　　　　　　　　Ｂ型：上限　１, １５８万８千円（下限　１００万円）

　　　　　　　　※ Ａ型は、補助金申請予定額が1,158万8千円を超えなおかつ事業終了後3年間以内に組合ま
たは組合員の「売上高が１０％以上増加することが見込まれる」または「コストが１０％以
上削減されることが見込まれる」事業に限ります。

　【活用事例】
「ネットオークション」により成約率と会場外落札率が向上し、組合員の販路拡大に寄与！

（青森県／中古自動車販売組合）
● 若者の車離れに伴う自動車人口の減少等の課題に対応するために、場所や参加者を問わないオークションを

実現し、セリの回数を増やして販路拡大の場を組合として提供することが必要となったため、システム構築
に着手。

● 「手セリかつ当会場のみ」という“閉鎖的”な事業形態から、全国各地からのセリ参加による「外部応札」可
能で“開放的”な事業に脱皮することができた。

● 組合員からは本事業に対して「便利になった」「より高く売れるようになった」等々組合員の販路拡大につ
ながり好評を得た。

3．連合会（全国組合）等研修事業
　全国地区の連合会（組合）等がその会員及び組合員等を対象として、具体的な課題解決や活路開拓の実現につな
がる検討等を内容とする研修プロジェクトを中心に支援します。
　※所属員が15都道府県以上に存する団体が対象となります。

　補 助 金 額　　上限　２１０万円

【活用事例】
　成功事例の共有で共同店舗の強みを生かした大手チェーンと差別化を実現！　（東京都／共同店舗）
● 大手チェーン店等との競争激化や購買層の高齢化による消費量低迷等により来店客数と売上の減少が続くな

ど、多くの問題を抱えていた。このため、知識・ノウハウの習得と成功事例の共有を図るため研修会を実施。
● 研修内容は、明日からでも活用できる事例の共有を中心に構成されており、加えて、受講者側も自組合の生

き残りに直結する経営資源を獲得するという目的意識を持って参加していることが成功につながった。
● 今後は、次世代を担う組合人材の育成、情報発信、相互交流の場として、若手組合員で構成する委員会を立

ち上げ、組合員の強みである地域コミュニティとの連携イベントを開催していくこととしている。

　補助金のご活用に関するご相談は、各組合担当者までお気軽にご連絡下さい。
　　京都府中小企業団体中央会　 本部 ☎075-708-3701　北部事務所 ☎0773-76-0759
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組合事務のポイント　 事業報告書の作成
（全組合共通、但し、非出資商工組合では該当しない箇所を削除）

特集Ⅱ

事　業　報　告　書
自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

Ⅰ　事業活動の概況に関する事項
　１　 事業年度（末日）における主要な事業内容・当該事業年度における事業の経過及びその成果
　　　 （組合及び組合員をめぐる経済・経営状況、当該事業年度における主要な事業の内容・経過及び成果を事業

ごとに記載）
　（１）組合及び組合員をめぐる経済・経営状況
　（２）共同事業の実施状況
　　　①共同購買事業（事業内容と経過の概要、事業の成果を簡潔に記載）
　　　②○○事業（事業内容と経過の概要、事業の成果を簡潔に記載）
　２　増資及び資金の借入れその他の資金調達の状況
　　（当該事業年度中に新たな資金調達を実施した場合に記載）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  資金実績表

資金運用実績 資金調達実績
１　固定資産投資　　　　　　×××
２　借入金返済額　　　　　　×××
３　出資・利用分量配当金　　×××
４　○○○　　　　　　　　　×××
５　差引運転資金の増減　　　×××
　　　　　資金運用合計　　××××

１　増資　　　　　　　　　　　　×××
２　借入金　　　　　　　　　　　×××
３　当期純利益金額　　　　　　　×××
４　減価償却費　　　　　　　　　×××
５　○○○　　　　　　　　　　　×××
　　　　　資金調達合計　　　　　××××

　３　設備投資の状況（当該事業年度中に設備投資を実施した場合に記載）
　　①組合会館・組合事務所　各○箇所
　　②工場・倉庫　各○箇所
　４　業務提携等重要事項の概要
　　　 （業務上の提携、子会社にする会社の株式又は持分の取得、事業全部又は一部の譲渡又は譲受け・合併・そ

の他の組織再編成があった場合に、その状況を記載）
　５　直前3事業年度の財産及び損益の状況（当該事業年度は含まない。）

項　目 前　期 前前期 前前前期
資産合計 　××× 　××× 　×××
純資産合計 　　×× 　　×× 　　××
事業収益合計 　××× 　××× 　×××
当期純利益金額 　　　× 　　　× 　　　×

　６　対処すべき重要な事項・組合の現況に関する重要な事項
　　　（組合が対処すべき課題等、組合の現状に関する状況の中で重要な事項がある場合に記載）

Ⅱ　運営組織の状況に関する事項
　１　総会の開催状況
　　　 （当該事業年度中に開催した総会の状況（開催日時、出席組合員数、出席理事・監事数、出席方法、主な議

案の議決状況等）を記載）
　２　理事会の開催状況
　　　 （当該事業年度中に開催した理事会の状況（開催日時、出席理事・監事数、出席方法、主な議案の議決状況等）

を記載）
　３　委員会・部会等の開催状況
　　　（当該事業年度中に開催した委員会・部会等の状況（開催日時、出席者数、主な議題等）を記載）
　４　組合員数及び出資口数の増減（１口金額○○○○円）

前年度末 増　加 減　少 本年度末
組合員数 名 名 名 名
出資口数 口 口 口 口
出資総額 円 円 円 円

　事業報告書は、中小企業等協同組合法施行規則に基づき決算関係書類の一つとしてその作成が義務付けられ、
通常総会において承認を受けることとなっております。事業報告書の作成に以下の様式例をご参考下さい。
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５　役員に関する事項
　（１）役員の氏名及び職制上の地位及び担当

地　位 氏　名 担　当

　（２）兼務役員についての重要な事実
（組合の役職以外に就いている外部会社等における役職、ただし員内役員については、組合にあっては組合員企
業における役職、連合会にあっては会員組合における役職、所属員企業における役職を除く。）

地　位 氏　名 兼務役員の状況（会社名と役職）

　（３）辞任した役員の氏名
地　位 氏　名 退任月日・退任事由

６　職員の状況及び業務運営組織図
　（１）職員の状況

前期末 当期増加 当期減少 当期末
人　　　　数 人 人 人 人
平 均 年 齢 歳 歳 歳 歳

平均勤続年数 年 年 年 年

　（２）組織図
　（３）組合と協力関係にある組合員が構成する組織の概要

施設の名称 組織の目的と活動（事業）概要

７　施設の設置状況
　　（主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地等）

施設の名称 施設の概要 所在地

８　重要な子会社（子法人、関連会社）の状況
　　（商号(名称)、代表者名、所在地、資本金額当該子会社に対する組合の議決権比率、主な事業内容）
９　組合の運営組織の状況に関する重要な事項

Ⅲ　その他組合の状況に関する重要な事項

　《組合事務等についてご不明な点がございましたら、以下までお問合せ下さい》
　　　　京都府中小企業団体中央会　 本　部　☎ 075-708-3701㈹　　北部事務所　☎ 0773-76-0759
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　今般、出入国管理及び難民認定法の改正（平成31年4月1日施行）に基づき、新たな在留資格「特定技能」が創
設され、事業協同組合等が「特定技能所属機関」（受入れ機関）として外国人を雇用したり、「登録支援機関」とし
て外国人の支援を行うことが可能となりました。なお、いずれも、出入国在留管理庁（地方出入国在留管理局）に
届出が必要となります。

・組合において、組織体の事業・業務において必要な外国人材を労働者として受け入れる（例えば、組合自らの
共同生産・加工場に外国人材を受け入れる場合、組合が共同事業として介護事業を行うなど。）場合（「特定技
能所属機関」（受入れ機関）として）

・組合が組合員からの委託を受けて「登録支援機関」となる場合

○「特定技能」外国人材受入れに当たっての組合定款記載例について
　外国人技能実習生の共同受入事業と登録支援機関として特定技能外国人の支援を行う場合は、次の4事業を定款
に記載して下さい。

（　）組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
（　）外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
（　）組合員のためにする特定技能外国人支援事業
（　）特定技能外国人に係る職業紹介事業

※　特定技能外国人を受け入れる組合員への支援事業として、組合員から雇用契約を解除された特定技能
外国人に対し、新たな受け入れ先の紹介又はあっせん等を行う場合には、別途、有料、無料を問わず原
則厚生労働大臣の許可（注）を受ける必要があります。併せて、定款に「特定技能外国人に係る職業紹
介事業」を記載して下さい。

　（注）組合員に限定して無料の職業紹介を行う場合は、厚生労働大臣への届出で可能とされております。

○制度概要
・特定技能1号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国

　　　　　　　人向けの在留資格
・特定技能2号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

　特定産業分野：介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
　　（14分野）　　建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、
　　　　　　　　外食業（特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可）

※「新たな外国人材受入れ（在留資格「特定技能の創設）等」法務省ホームページ
　http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
※在留資格「特定技能」についての問合せ先（法務省）
　大阪入国管理局　　電話（06）4703-2100
※本件に関するお問合せ（京都府中小企業団体中央会）
　本部　電話（075）708-3701（代）　　北部事務所　電話（0773）76-0759

中央会NEWS中央会NEWS
「新たな外国人材受入れ（在留資格「特定技能」の創設等）」について
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中小企業団体情報連絡員2月分報告より
■先行き不安感増す厳しい状況で推移

　　 　　 
快晴
� DI値�40以上

晴れ
� 20〜40未満

くもり
� 20未満〜△20未満

小雨
� △20〜△40未満

雨
� △40以上

業界景況天気図 概　　　　況

全　体
1月 →2月

　　
　多くの業界において人手不足の慢性化は深刻な経営課題となっており、抜本的な対策が見出せず苦慮している状況が窺える。加えて、原材料価
格の高騰や物流コストの上昇、価格競争等、中小企業を取り巻く経営環境に不安材料は多く、先行き不安感の増す厳しい状況で推移している。

製造業

1月

↓
2月

繊維工業
　　

　白生地等素材の材料費が高止まり状態にある一方、受注先からの加工賃は低下傾向にある。また、受注の減少が続き、
燃料費上昇に伴い蒸水洗等の加工費も値上がりし、厳しい収益状況が続いている。

出版・印刷
　　

　人材確保が厳しい。求人広告を出しても全く反応がない。京都は外国人定住者が少ないため、労働力の採用が難し
いとの声が上がっている。

鉄鋼・金属
　　

　2月度の景況はほとんど動きがなく、全体的に停滞している。業界では比較的順調だった自動車産業（車載用部品）や、
半導体もやや減少気味である。

一般機械等
　　

　売上や操業度は上昇しているが、原材料の上昇と人材の確保難が続いている。新年度における採用予定状況は非常
に低調であり、小規模事業者にあっては特に厳しい結果となっている。

その他製造業
　　

　プラスチック製品製造業では、国内の自動車関連はまずまずだが、電子部品関係が若干落ち込んでいる。また、米中の貿易摩擦の影響で中国への輸出
が落ち込み、全般的に鈍化気味となった。パン・菓子製造業では、売上面、収益面では前月と変わりないが、人手不足がますます深刻になってきている。

非製造業

1月

↓
2月

卸　　売
　　

　衣服・繊維等卸売業では、景気動向指数の悪化が取り沙汰されているが、和装・洋装・寝装ともに以前からマイナ
ス基調が続いており苦戦している。

小　　売
　　

　燃料小売業では、原油価格の上昇で3週連続の値上げとなり、市況は上昇しマージンも回復基調となったが、暖冬の影響もありガソ
リン、灯油、軽油全油種とも前年同月を下回った。低燃費の普及が最大の要因であり、サービスステーションの廃業も増加が見込まれる。

商 店 街
　　

　2月に入り、節分を境に景気は上向いているように思う。特に、2週目までは春節の影響で中国系の来街者が多く見
受けられた。気温も2月にしては比較的暖かく、商店街でも人通りは多いようであった。

サービス
　　  

　旅館業では、宿泊者全体の料金幅は高額から低額まで広くなっている。宿泊者数、売上高共に減少傾向のところが
多いようだ。

建　　設
　　

　消費税率引き上げの契約期限3月末が近づいているが、消費税駆け込み需要の動きが見えない。建築業界の停滞感
を感じる。

運輸・倉庫
　　

　道路貨物運送業では、3月の引越シーズンは人手不足が不安である。道路旅客運送業では、今秋の消費税アップやキャッシュレス化
に向けた対応も大がかりな設備投資を伴うこととなるため、わずかな利益で生き残っているタクシー会社にとって大変大きな山となる。

京都経済お天気

会長コラム No.78

　コンプライアンスの遵守は当然のこと。ただ、先日おもしろい社説に出会った。京都新聞の社説。
いつもは言論の自由を守れとか、当たり前のことを言っているが、「顧客優先で良いのか」という
内容。ちょっと刺激的。
　内容も良かった。コンビニ問題、役所へのクレーム、殆どが顧客第一主義の弊害、きれいごとの
結果。
　とすれば、役所にいつも現れるモンスター。言葉尻を捕らえる正義のオジサン、オバサン達の役
所いじめは、憂さ晴らしの対象でしかないのかもしれない。
　ところで、日本を代表する中国研究家高島俊男さんの著作、というより新聞に載っていたコラム

を文庫本にした「本が好き、悪口言うのはもっと好き（文春文庫）」。実に面白いタイトル。中身も良い。女真族支配の中国、
蒙古人支配の中国、漢族支配の中国、チベット人支配の中国。あくまで漢人は多数だが、各歴代の王朝は異民族の時代が多
く、漢人が支配していたのは僅かだ。そんな中国、本当はシナ。蔑称として怒るなら、英語のチャイナかフランス語のシナ
でも良い。これ日本一の中国学者の高島さんのいつもの持論。本音の会話は大切。例え悪口を言われても。
　さて、本題の明石市長泉房穂さんのパワハラ暴言。実は、小生も本会の知事懇談会で同じようなことを言った。今から
10年近く前の話だが、本会の近くの道路に、たった一軒がゴテて、道が通らなかった。知事以下府の職員や本会の役員達
の前で、小生曰く「いつも思っているんだが、夜中にあの家に火でも着けて燃やしてやりたいと思っている」と。明石市長
とは異なり小生自身が火を着けようという発言だが。出席者全員が大笑いしてチョン。
　要はゴタゴタ理屈を並べて実行しない者達への喝。明石市長、真っ当な貴台のご意見を圧倒的な市民が支持してることを
今後も忘れずに。なにより心強い味方。
　そろそろ、言葉尻を捕まえての言論封鎖、やめにしたら。「狼が来る、狼が来る、狼が来る。」何度も同じことを言ってる
オオカミ少年達。占領されることが好きな人達は、独立国家を目指して、憲法ぐらい自分たちで創っては。
　前文「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
　実に空々しい。　� 会長　�渡邉　隆夫

おめでとう。明石市長
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表紙タイトル「協同」背景色は、京都府印刷（工）が京にゆかりのある名前を
付した12色を創作したうちの「円山公園のしだれ桜色」です。

2019年
春の全国交通安全運動

京都府交通対策協議会

～新元号　無事故で迎える　京の春～
実施期間　　2019年5月11日㈯～ 5月20日㈪　　　　
　　　　　　『交通事故死ゼロを目指す日　5月20日㈪』

運動の目的　 広く府民に交通安全の普及・浸透を図り、交
通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を
習慣づけるとともに、府民自身による道路交
通環境の改善に向けた取組を推進することに
より、交通事故防止の徹底を図る。

◆◆◆◆◆ 人事異動のお知らせ ◆◆◆◆◆
（平成31年4月1日付）
参　　事　　役　　小山　哲史　（前　京都府商工労働観光部雇用政策監）
総務情報課課長　　片岡　　靖　（前　企画調整課担当課長）
総務情報課調査役　　佐々木浩二　（再任用 : 前　総務情報課課長）

（平成31年3月31日付）
退　　　　　任　　大里　茂美　（専務理事）
退　　　　　職　　道幸　真哉　（総務情報課主事）
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